
内容 該当ページ

1 特別防災区域の総面積の修正 P4

2 特定事業所の部署名等の変更 P11他

3 組織名称、幹事の役職名変更等 P15、P30

4 気象表現の適正化
P37、P38、
P40、P42、
P113

5 兵庫県防災計画にそろえた変更(伝達経路等) P44、P45

6 適用条項の修正
P73,P90、
P91

兵庫県石油コンビナート等防災計画（令和７年４月修正）の改正概要



P 現　　　　　行 修　　正　　案 備　　　　考

4

第１章　総則　第４節　特別防災区域の現況及び気象の特性
1　現況（2）東播磨地区

特別防災区域の総面積の修正

6

（3）姫路臨海地区　人口

世帯数、人口の変更

7

〔参考〕　特別防災区域の面積及び人口の集計（令和６年１月現在）イ　人口 〔参考〕　特別防災区域の面積及び人口の集計（令和７年１月現在）イ　人口

世帯数、人口の変更

兵庫県石油コンビナート等防災計画修正案　（令和７年４月修正）　新旧対照表
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第５節　特定事業所　特定事業所一覧表　［姫路臨海地区特別防災区域］（抜粋）

部署名連絡先変更

15 組織名、役職変更



30

第２節　防災機関通報・伝達先一覧表

組織名、連絡先変更

32 組織名称変更

32 消火薬剤調達先法人の事業撤退

37

第４章　災害情報収集伝達計画
第４節  気象予警報等の伝達計画
１　警報・注意報等の種類及び基準等
(2) 警報　表中

気象表現の適正化



38

　

気象表現の適正化

40

(7) 大津波警報・津波警報・津波注意報

重複する内容の整理

42
「津波に関するその他の情報」の廃
止に伴う削除

44 図２．地震情報・津波情報の伝達経路
別図１に改める。

兵庫県地域防災計画にそろえるため

45

図３.津波警報・注意報の伝達経路

別図２に改める。 兵庫県地域防災計画にそろえるため



60

第５章　災害予防計画　第７節　防災施設及び資機材設置計画
第５　調達方法（県備蓄化学消火薬剤）

薬剤タンクの追加

60 消火薬剤調達先法人の事業撤退

73

第６章　災害応急対策計画　第４節　接岸船舶の災害応急対策計画
第４　災害応急対策の措置
３　海上保安機関
(2) 海上保安機関の長は、災害の態様等に応じ、港内における船舶の退去、進入禁止、
火気使用禁止、付近の航行禁止等の措置を講ずるとともに、周辺の事業所及び住民への
周知徹底に努めるものとする。（海上災害防止法第42条の８、第39条第３項）

第６章　災害応急対策計画　第４節　接岸船舶の災害応急対策計画
第４　災害応急対策の措置
３　海上保安機関
(2) 海上保安機関の長は、災害の態様等に応じ、港内における船舶の退去、進入禁止、
火気使用禁止、付近の航行禁止等の措置を講ずるとともに、周辺の事業所及び住民への
周知徹底に努めるものとする。（海上災害防止法第42条の５～８、港則法第37条第２
項、第39条第３項）

適用条項の修正

90

第９節　警戒区域等設定計画
第２警戒区域の設定措置　１　警戒区域の設定
(4) 海上保安機関の長は、災害の態様等に応じ、危険な海域における船舶の退去、進入
禁止、火気使用禁止、付近の航行禁止等の措置を講ずるとともに、周辺の事業所及び住
民への周知徹底に努めるものとする。（港則法第39条第３項、海上災害防止法第42条の
５～８）

第９節　警戒区域等設定計画
第２警戒区域の設定措置　１　警戒区域の設定
(4) 海上保安機関の長は、災害の態様等に応じ、危険な海域における船舶の退去、進入
禁止、火気使用禁止、付近の航行禁止等の措置を講ずるとともに、周辺の事業所及び住
民への周知徹底に努めるものとする。（海上災害防止法第42条の５～８、港則法第37条
第２項、第39条第３項）

適用条項の修正

91

第10節　交通規制、緊急輸送計画
３　海上交通規制
海上保安機関の長は、災害の態様等に応じ、港内における船舶の退去、進入禁止、火気
使用禁止、付近の航行禁止等の措置を講ずる（海上災害防止法第42条の８、第39条第３
項）

第10節　交通規制、緊急輸送計画
３　海上交通規制
海上保安機関の長は、災害の態様等に応じ、港内における船舶の退去、進入禁止、火気
使用禁止、付近の航行禁止等の措置を講ずる（海上災害防止法第42条の５～８、港則法
第37条第２項、第39条第３項）

適用条項の修正
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第８章　南海トラフ地震防災対策
第２節　地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱等
第２　災害応急対策要員の参集１　県の動員体制
第６章第２節第１「動員体制」による他、兵庫県地域防災計画地震災害対策計画第３編
第２章第２節「動員の実施」に従い参集する。

第８章　南海トラフ地震防災対策
第２節　地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱等
第２　災害応急対策要員の参集１　県の動員体制
第６章第２節第１「動員体制」による他、兵庫県地域防災計画（地震災害対策計画）第
３編第２章第２節「動員の実施」に従い参集する。

表記の修正

113

第９節　防災訓練及び防災教育の実施　参考

表現の適正化（＋1mの津波の最短到達時間）

姫路臨海地区（広畑区・大津区・網干区）石油コンビナート等特別防災区域　地図中

社名変更



姫路臨海地区（飾磨区）石油コンビナート等特別防災区域　地図中

社名変更



別図１ 変更前 変更後



別図２ 変更前 変更後


